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○生活保護制度
　　何らかの理由で、家族の力だけでは生活が成り立たなくなった場合に、日本国憲法第25条の考え方に基づいて
　「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、１日も早く自分たちの力だけで生活していけるよう援助する。

　　国が定めた保護基準(＝最低生活費)と世帯全員の収入を比較して保護の要否を判断する。

　　●保護が受けられる場合

　　　世帯の収入が最低生活費を下回るため、その不足分が保護費として支給される。

　　●保護が受けられない場合

　　　世帯の収入が最低生活費を上回るため、保護は受けられない。

　　家族全員の　①働ける能力
　　　　　　　　②資産（預貯金・保険・不動産等）
　　　　　　　　③扶養義務者（親・子・兄弟等）からの援助
　　　　　　　　④他の法律による給付（各種年金・手当等）
　　その他あらゆるものを最低限度の生活をするために活用してもなお、生活に困る場合には、原則、家族(世帯)
　を単位として生活保護が適用される。
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○先進事例 【生活保護】
　「岐阜広域合併協議会」
　　　生活保護（法定外扶助を含む）については、岐阜市の例によるものとする。
　「西濃合併協議会」
　　　生活保護事業については、国・県の福祉制度に基づき、引き続き実施するものとする。

　「西東京市」(東京都）
　　　生活保護については、国制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。
　　　法定外扶助については、田無市の例により調整する。
　「野田市」（千葉県）
　　　生活保護法による保護については、両市町ともに基本的に同一内容なので、現行のとおりとする。両市町の
　　保護費は、級地区分の違いにより野田市の方が関宿町より高い保護費となっており、合併により現行の野田市
　　の額（２級地－１）となる。
　　　法外援護については、関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用する。

○関係法令 【生活保護法による保護の基準第３項】
　　市町村の合体、編入又は境界変更により異なる級地の地域が、同一の市町村の区域に属することとなる場合は、
　当該市町村の全部の区域について、合体、編入又は境界変更が行われた日の属する月の翌月（合体等の日が月の
　初日であるときは当該月）から最も高い級地区分を適用すること。

　　○生活保護法による保護の基準の級地区分の取扱い等について
　　　　昭和41年５月18日　社保第 160号　厚生省社会局長通知より

　＊これにより、洞戸村、板取村、武儀町及び上之保村の級地区分は、合併時に関市の級地区分が適用されること
　　になる。
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